
平 成 29 年
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・
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発
行

○
告
示

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
九
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
に
関
す
る
告
示
の

一
部
改
正
（
県
民
生
活
課
）
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…

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正
（
県
民
生
活
課
）

一

…
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…
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…
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…

保
安
林
指
定
施
業
要
件
の
変
更
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
水
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件
）
（
商
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…

契
約
の
締
結
（
技
術
管
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

契
約
の
締
結
（
物
品
管
理
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
号

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
九
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
に
関
す
る
告
示

（
平
成
十
二
年
山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
の
⟹表
中
「第

⚙
条
第
⚑
項

」
を
「第

29条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
⟹裏
中
「（

報
告
の
徴

収
及
び
立
入
検
査
等
）

」
を
削
り
、
「第

⚙
条

」
を
「第

29条

」
に
、
「第

⚖
条

」
を
「第

⚗
条
第
⚑

項

」
に
改
め
、
「命
令

」
の
下
に
「、

課
徴
金
納
付
命
令

」
を
加
え
る
。

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
七
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
に
関
す
る
告
示

（
平
成
十
二
年
山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
第
六
十
六
条
第
七
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

様
式
の
⟹表
中
「同

条
第
⚖
項

」
を
「同

条
第
⚕
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
⟹裏
中
「こ

の
条
に
お
い

て

」
を
削
り
、
「検

査
さ
せ
る

」
を
「検

査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る

」
に
、
「第

⚖
項

」
を
「第

⚕
項

」
に
、
「⚗

」
を
「⚖

」
に
、
「第

⚕
項

」
を
「第

⚔
項

」
に
、

「第
⚘
項

」
を
「第

⚗
項

」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
美
東
町
大
田
字
馬
志
路
九
四
三
、
九
四
四
、
九
四
四
の
一
、
字
子
倉
九
四
四
の
二
、
字
帽

子
岩
九
四
四
の
三
、
字
金
ケ
頭
九
四
四
の
四
、
字
綜
田
ケ
浴
九
四
四
の
五
、
字
前
鍬
九
四
四
の
六
、

字
先
鍬
九
四
四
の
七
、
字
ナ
バ
ラ
木
ケ
浴
九
四
四
の
八
、
字
ナ
バ
タ
ケ
九
四
四
の
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

宇
部
市
大
字
川
上
字
男
山
七
五
五
の
二
・
大
字
小
野
字
梅
ノ
木
三
三
四
五
の
一
・
三
三
四
五
の
二

（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
三
四
五
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
宇
部
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

山
口
市
仁
保
上
郷
字
犬
鳴
五
五
一
の
一
か
ら
五
五
一
の
三
ま
で
、
五
五
三
の
二
か
ら
五
五
三
の
四

ま
で
、
五
五
三
の
六
、
五
五
三
の
一
〇
か
ら
五
五
三
の
一
二
ま
で
、
五
五
四
の
一
、
五
五
四
の
二
、

五
五
五
、
五
五
七
、
五
五
八
、
一
四
六
五
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

市
経
済
産
業
部
農
林
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

東
和
町
東
部
加
入
区

白
木
加
入
区

橘
加
入
区

上
関
加
入
区

徳
山
市
加
入
区

山
口
市
加
入
区

山
陽
小
野
田
市
加
入
区

下
関
市
東
部
加
入
区

彦
島
加
入
区

豊
浦
町
加
入
区

萩
市
中
部
加
入
区

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
五
号

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

二
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下
関
市
豊
田
町
大
字
殿
敷
字
祇
園
原
二
〇

五
〇
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
田
町
大
字
八
道
字
原
二
二
八
一
の

一
地
先
ま
で

旧

最
狭

六
・
五

最
広

五
二
・
一
三
、
六
〇
一
・
五

新

六
・
五

最
狭

及
び

一
二
・
三

五
二
・
一

最
広

及
び

一
〇
三
・
九

三
、
六
〇
一
・
五
及
び

二
、
八
五
九
・
〇
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道

四
三
五
号

下
関
市
豊
田
町
大
字
殿
敷
字
祇
園
原
二
〇
五
〇
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
田
町
大
字
八
道
字
原
二
二
八
一
の
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
四
日

公

告

（
三
二
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
七
月
二
十
八
日
山
口
県
公
告
（
二
二
三
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

柳
井
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、
山

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
柳
井
店

所
在
地

柳
井
市
柳
井
一
五
七
四
の
一

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
三
二
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
七
月
二
十
八
日
山
口
県
公
告
（
二
二
四
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

平
生
町
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、
山

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
平
生
町
役
場
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ク
平
生
店

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
二
三
六
の
四

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
三
二
三
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

土
木
建
築
部
技
術
管
理
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

土
木
設
計
積
算
用
パ
ソ
コ
ン

百
五
十
五
台

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

二
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平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
口
視
聴
覚
機
器
株
式
会
社

山
口
市
駅
通
り
一
丁
目
七
番
一
四
号

六

落
札
金
額

二
千
百
六
十
一
万
四
千
四
十
円

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
九
年
十
月
六
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
三
二
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

県
立
学
校
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室
用
機
器

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
山
口
株
式
会
社

山
口
市
小
郡
黄
金
町
四
番
一
号

六

落
札
金
額

五
千
百
万
九
千
四
百
八
十
円

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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